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第１【発行者に関する事項】

発行者の名称 北川工業株式会社

証券コード 6896

上場・店頭の別 上場

上場金融商品取引所 株式会社名古屋証券取引所

第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 個人

氏名又は名称 北川　清登

住所又は本店所在地 愛知県名古屋市名東区

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業 会社役員

勤務先名称 北川工業株式会社

勤務先住所 愛知県稲沢市目比町東折戸695番地１

③【法人の場合】

設立年月日

代表者氏名

代表者役職

事業内容

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名

大阪府大阪市北区中之島二丁目３番18号

中之島フェスティバルタワー19階

岩谷・村本・山口法律事務所

弁護士　岩谷博紀

電話番号 06-4708-6903

（２）【保有目的】

発行会社の経営の維持のため保有

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 1,299,440

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 1,299,440 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 1,299,440

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成30年11月5日現在）
V 13,079,525

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
9.93

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
9.89

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
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（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者１及び提出者２は、平成30年11月５日付けで、日東工業株式会社（以下「日東工業」といいます。）との間で、日東工

業が実施する予定である北川工業株式会社（以下「北川工業」といいます。）の普通株式（以下「北川工業株式」といいま

す。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）及び株式併合並びに北川工業による自己株式の取得を通じ

た日東工業による北川工業の完全子会社化を行うための公開買付けに関する契約書（以下「本契約」といいます。）を締結い

たしました。

本契約において、日東工業、提出者１及び提出者２は、①提出者１が、本公開買付けに際し、その保有する北川工業株式の全

て（1,299,440株）を応募すること、②提出者２が、本公開買付けに際し、その保有する北川工業株式の全て（4,025,388株）

を応募しないこと、③提出者１及び提出者２が、本公開買付け成立後、北川工業をして、日東工業及び提出者２のみが北川工

業の株主となること（以下「本スクイーズアウト」といいます。）を目的とした北川工業株式の株式併合を行わせるよう努力

すること、④日東工業が要請した場合には、提出者１及び提出者２は、本スクイーズアウトを条件として、北川工業をして、

北川工業の資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少を分配可能額の確保のために必要な限度で行わせるよう努力するこ

と、⑤本スクイーズアウトを条件として、提出者１及び提出者２は、北川工業をして、提出者２から、提出者２が保有する北

川工業株式の全てを、金9,342,925,548円から本スクイーズアウトにおいて提出者２に対し交付される金額を控除した金額

（以下「本自己株式取得価格」といいます。）で取得することを行わせるよう努力し、また、提出者２は北川工業に対して、

本自己株式取得価格にてその保有する北川工業株式の全てを譲渡すること等について合意しております。

なお、上記④及び⑤は、いずれも本スクイーズアウトが条件となっているため、北川工業株式の上場廃止後における合意であ

ります。

また、提出者２は、上記⑤に関連し、平成30年11月５日付けにて、北川工業との間で、本スクイーズアウト等を条件として、

提出者２が、その保有する北川工業株式の全てを、本自己株式取得価格で北川工業に対して譲渡する旨の自己株式譲渡契約書

を締結しております。

（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円） 505,070

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

平成８年５月20日株式分割（１：1.15）　85,800株取得

平成９年５月20日株式分割（１：1.15）　98,670株取得

平成10年５月20日株式分割（１：1.15）　113,470株取得

平成26年10月22日相続により　641,600株取得

平成28年２月25日役員持株会より引き出し　1,400株取得

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 505,070

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

株式会社三和銀行（香

港）
銀行 木田　祐巨

Fairment House, 8 Cotton Tree Drive, Central,

Hong Kong
2 505,070

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

２【提出者（大量保有者）／２】

（１）【提出者の概要】

①【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別 法人（株式会社）
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氏名又は名称 株式会社キタガワ

住所又は本店所在地 愛知県名古屋市名東区平和が丘四丁目286番地

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地

②【個人の場合】

生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所

③【法人の場合】

設立年月日 昭和60年11月1日

代表者氏名 北川　清登

代表者役職 代表取締役

事業内容 有価証券の保有・駐車場の管理

④【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名

大阪府大阪市北区中之島二丁目３番18号

中之島フェスティバルタワー19階

岩谷・村本・山口法律事務所

弁護士　岩谷博紀

電話番号 06-4708-6903

（２）【保有目的】

発行会社の経営の安定維持のため保有

（３）【重要提案行為等】

該当事項なし

（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】

①【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 4,025,388

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J

株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券
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株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 4,025,388 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 4,025,388

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

②【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成30年11月5日現在）
V 13,079,525

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
30.78

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
30.78

（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価

（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

提出者１及び提出者２は、平成30年11月５日付けで、日東工業株式会社（以下「日東工業」といいます。）との間で、日東工

業が実施する予定である北川工業株式会社（以下「北川工業」といいます。）の普通株式（以下「北川工業株式」といいま

す。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）及び株式併合並びに北川工業による自己株式の取得を通じ

た日東工業による北川工業の完全子会社化を行うための公開買付けに関する契約書（以下「本契約」といいます。）を締結い

たしました。

本契約において、日東工業、提出者１及び提出者２は、①提出者１が、本公開買付けに際し、その保有する北川工業株式の全

て（1,299,440株）を応募すること、②提出者２が、本公開買付けに際し、その保有する北川工業株式の全て（4,025,388株）

を応募しないこと、③提出者１及び提出者２が、本公開買付け成立後、北川工業をして、日東工業及び提出者２のみが北川工

業の株主となること（以下「本スクイーズアウト」といいます。）を目的とした北川工業株式の株式併合を行わせるよう努力

すること、④日東工業が要請した場合には、提出者１及び提出者２は、本スクイーズアウトを条件として、北川工業をして、

北川工業の資本金、資本準備金又は利益準備金の額の減少を分配可能額の確保のために必要な限度で行わせるよう努力するこ

と、⑤本スクイーズアウトを条件として、提出者１及び提出者２は、北川工業をして、提出者２から、提出者２が保有する北

川工業株式の全てを、金9,342,925,548円から本スクイーズアウトにおいて提出者２に対し交付される金額を控除した金額

（以下「本自己株式取得価格」といいます。）で取得することを行わせるよう努力し、また、提出者２は北川工業に対して、

本自己株式取得価格にてその保有する北川工業株式の全てを譲渡すること等について合意しております。

なお、上記④及び⑤は、いずれも本スクイーズアウトが条件となっているため、北川工業株式の上場廃止後における合意であ

ります。

また、提出者２は、上記⑤に関連し、平成30年11月５日付けにて、北川工業との間で、本スクイーズアウト等を条件として、

提出者２が、その保有する北川工業株式の全てを、本自己株式取得価格で北川工業に対して譲渡する旨の自己株式譲渡契約書

を締結しております。
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（７）【保有株券等の取得資金】

①【取得資金の内訳】

自己資金額（W）（千円）

借入金額計（X）（千円） 995,630

その他金額計（Y）（千円）

上記（Y）の内訳

平成８年５月20日株式分割（１：1.15）　196,800株取得

平成９年５月20日株式分割（１：1.15）　226,320株取得

平成10年５月20日株式分割（１：1.15）　260,268株取得

平成28年５月31日有限会社ケー・ジイと合併のため、1,200,000株取得

取得資金合計（千円）（W+X+Y） 995,630

②【借入金の内訳】

名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
借入

目的

金額

（千円）

株式会社三和銀行（香港） 銀行 木田　祐巨
Fairment House, 8 Cotton Tree Drive,

Central, Hong Kong
2 189,850

株式会社みずほ銀行（名古屋中

央支店）
銀行 西堀　利 名古屋市中区栄三丁目４番５号 2 378,000

株式会社三菱東京UFJ銀行 銀行 永易　克典 名古屋市中区錦三丁目21番24号 2 263,000

北川　清登 個人 名古屋市名東区平和が丘四丁目286番地 2 164,780

③【借入先の名称等】

名称（支店名） 代表者氏名 所在地

第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし

第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】

（１）

（２）

北川　清登

株式会社キタガワ

２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

（１）【保有株券等の数】

法第27条の23

第3項本文

法第27条の23

第3項第1号

法第27条の23

第3項第2号

株券又は投資証券等（株・口） 5,324,828

新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

（株・口）
A - H

新株予約権付社債券（株） B - I

対象有価証券カバードワラント C J
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株券預託証券

株券関連預託証券 D K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券 E L

対象有価証券償還社債 F M

他社株等転換株券 G N

合計（株・口） O 5,324,828 P Q

信用取引により譲渡したことにより

控除する株券等の数
R

共同保有者間で引渡請求権等の権利が

存在するものとして控除する株券等の数
S

保有株券等の数（総数）

（O+P+Q-R-S）
T 5,324,828

保有潜在株券等の数

（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
U

（２）【株券等保有割合】

発行済株式等総数（株・口）

（平成30年11月5日現在）
V 13,079,525

上記提出者の株券等保有割合（％）

（T/（U+V）×100）
40.71

直前の報告書に記載された

株券等保有割合（％）
40.67

（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名
保有株券等の数（総数）

（株・口）
株券等保有割合（％）

北川　清登 1,299,440 9.93

株式会社キタガワ 4,025,388 30.78

合計 5,324,828 40.71
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